
五反田線道路改良工事地盤変動影響調査（事前）業務 特記仕様書 

 

 

 

第１条 適用 

この特記仕様書は、福岡県県土整備部が定めている用地調査等業務共通仕様書（令和７

年５月）（以下「共通仕様書」という。）を補完する特記仕様書で、五反田線道路改良工事

地盤変動調査（事前）業務（以下「本業務」という。）に適用する。 

 

第２条 機密の保持 

受注者は、本業務に関する全ての事項について機密の保持を厳守し、転用してはならな

い。 

 

第３条 履行期間 

履行期間は、契約書に基づくものとする。 

 

第４条 履行場所等 

本業務の履行場所及び範囲は、契約書及び別途図面に示す範囲とする。 

 

第５条 業務の目的 

本業務は五反田線道路改良工事に伴い実施した事前調査後の影響調査を行い、工事後

の建物等の状況について調査書等を作成すること及び当事者との協議を目的とする。 

 

第６条 業務内容 

１ 事前調査（建物等の調査） 

対象となる建物およびその外構等の損傷箇所の調査を行い、調査書および図面のとり

まとめを行う。 

 ２ 事前調査（工作物の調査） 

対象となる工作物についても損傷箇所の調査を行い、調査書および図面のとりまとめ

を行う。 

 

第７条 成果品の提出 

提出する成果品は、調査要領に基づき作成した調査書および図面とするが、これと異な

る場合は発注者と協議するものとする。なお、提出部数は次のとおりとし、電子データの

ファイル形式については発注者と協議するものとする。 

①  調査書・図面（Ａ４版またはＡ３版） ２部 



②  電子データ（ＣＤ－Ｒ等） ２部 

 

第８条 その他 

１ 各仕様書等に明記なき事項であっても、業務上必要となる事項については、発注者

の指示・協議のもとに業務を実施するものとする。 

２ 本業務の実施にあたって、疑義が生じた場合はその都度発注者と協議書により協

議を行い決定することとする。 


